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　共済契約者が行う契約解除にあたっての留意点13

１　契約解除できる範囲

本制度において、特定介護保険施設等又は申出施設等については、共済法で同意が必要と規定さ
れた被共済職員全員の同意を得た場合には、共済契約者が共済契約を解除できることとしています。

解除ができる範囲は、条件によって異なり、次のとおり整理できます。

施設区分

解除の範囲

社会福祉施
設等

特定介護保険施設等
※１（特別養護老人ホーム等）

特定介護保険施設等
※２（障害者支援施設等）

申出施設等
平成 18 年
度制度改正
前対象施設

①

平成 18 年
度制度改正
後対象施設

②

平成 28 年
度制度改正
前対象施設

③

平成 28 年
度制度改正
後対象施設

④
全ての施設の被共済職員 ○　※この場合、部分解除でなく契約解除（約款様式第 13号）となります。
施設全体の被共済職員 × ○ ○ ○ ○ ○
平成 18 年 4 月 1 日以降に
加入した被共済職員

× ○ × × × ×

平成 28 年 4 月 1 日以降に
加入した被共済職員

× × × ○ × ×

共済契約者が任意に希望す
る日（※上記以外の日付）
以降に加入した被共済職員

×　※上記「○」以外で解除の範囲を任意に決めることはできません。

※１：�特別養護老人ホーム等に該当する施設等の定義
　　特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険の規定に基づく指定に係るもの）
　　老人福祉センターの中の老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、
　　老人居宅介護等事業（ホームヘルプ）
※２：障害者支援施設等に該当する施設等の定義
　　障害児入所施設、障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）、
　　障害者支援施設、居宅介護事業、行動援護事業、重度障害者等包括支援事業同行援護事業、
　　同行援護事業、重度訪問介護事業、短期入所事業（ショートステイ）、療養介護事業、生活介護事業、
　　自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、共同生活援助事業（グループホーム）、
　　移動支援事業、地域活動支援センター及び福祉ホーム

注 1  上記①の「特別養護老人ホーム等」
　平成１８年３月３１日までに開設し、契約対象となっていた上記※１の施設・事業が該当します。

注 2  上記②「特別養護老人ホーム等」
　平成１８年４月１日）以降、「特定介護保険施設等」として申出し、契約対象となった特別養護老人ホーム等が
該当します。

注 3  上記③の「障害者支援施設等」
　平成２８年３月３１日までに開設し、契約対象となっていた上記※２の施設・事業が該当します。

注 4  上記④の「障害者支援施設等」
　平成２８年４月１日以降、「特定介護保険施設等」として申出し、契約対象となった障害者支援施設等が該当し
ます。
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注 5  上記以外の部分解除の対象範囲について
　次の転換があった場合、転換日以降に加入した被共済職員の同意を得ることで、当該被共済職員のみを対象とし
た契約解除できます
・��養護老人ホームから軽費老人ホーム（介護保険法の規定に基づく指定を受けているもの）への転換
・���軽費老人ホーム（介護保険法の規定に基づく指定を受けていないもの）から軽費老人ホーム（介護保険法の規定
に基づく指定を受けているもの）への転換

【部分解除を行う場合の各種手続きの例示】

　障害者支援施設で、平成２８年４月１日以降に加入した被共済職員を部分解除する場合
　※特別養護老人ホーム等の場合は、「平成２８年」を「平成１８年」に読み替えてください。

２　契約解除に伴うリスク

（1）退職手当金が支給されないこと

� 　共済契約者が行う契約解除には、共済法で規定された職員の同意が必要です。なお、解除に同
意した被共済職員（※解除日に退職する職員も同意が必要です）は、退職手当金は支給されません。

（2）掛金は返戻されないこと

� 　本制度は積立方式ではないため、解除に伴う掛金の返戻はありません。

（3）職員間で処遇の不均衡が生じる恐れがあること

� 　解除の範囲によっては、同じ法人（又は施設）の職員の間で、退職手当金についての処遇の差
が生じる恐れがあります。

（4）人事異動に支障が生じる場合があること

� 　契約解除により「契約対象外施設」となった施設に、被共済職員を配置換えすると、制度上では「退
職」として扱われ、職員の不利益となるため、人事異動に支障が生じる場合があります。
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